
富山県内の修学支援状況について  
 

１．小学生（公立）         ※小・中：平成 27 年度実績、高・大：平成 28 年度実績 

 児童数（割合）※  支援内容  

生活保護世帯  43 人（ 0.08％） 就学援助の補助  

学用品費、給食費など

を補助  
生活 保護 世帯 に準 ずる

世帯  
3,065 人（ 5.7％） 

 

２．中学生（公立）  

 生徒数（割合）  支援内容  

生活保護世帯  25 人（ 0.09％） 就学援助の補助  

学用品費、給食費など

を補助  
生活 保護 世帯 に準 ずる

世帯  
2,449 人（ 8.4％） 

 

３．高校生（公立・私立）  

 生徒数（割合）  支援内容  

生活保護世帯  29 人（ 0.1%）  奨学のための給付金  

教 材 費 な ど 授 業 料 以

外の教育費を支援  住民税非課税世帯  2,308 人（ 8.1%）  

年収 910 万円未満の

世帯  
22,743 人（ 80.1%） 

就学支援金  

（授業料を支援）  

年収が一定額未満の世帯  

(例:４人世帯で年収 865万円) 
  213 人（ 0.7%）  奨学金（無利子）の貸与  

 

４．大学生  

 学生数  支援内容  

年収が一定額未満の世帯  

(例:４人世帯で年収 865万円) 
  113 人  奨学金（無利子）の貸与  

 

 

 

 

 

○概　要

○支援内容

学校教育法

「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童
生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与
えなければならない。」（第19条）

《要保護者とは》

・生活保護法第６条第２項に規定する
要保護者
＝生活保護給付の対象者

《準要保護者とは》

・市町村教育委員会が認める者

＝生活保護法第６条第２項に規定する要保護者

に準ずる程度に困窮していると認める者

就学援助制度について（小・中学生）

学用品：就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励
についての国の援助に関する法律

医療費：学校保健安全法
給食費：学校給食法

○ 補助対象品目
・学用品費 ・通学用品費 ・校外活動費 ・通学費 ・修学旅行費

・体育実技用具費 ・新入学児童生徒学用品費 ・クラブ活動費 ・生徒会費
・ＰＴＡ会費 ・学校給食費 ・医療費

○ 補助率10/10
（財源：国1/2 市町村1/2）

○ 補助率10/10
（財源：地方交付税）

 

 

参考１  


